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愛媛、平11不１、平12.8.9 

 

命 令 書 

 

申立人  愛媛私立学校教職員連合組合 

   同   今治精華高等学校教職員組合 

 

被申立人 学校法人今治精華学園 

 

主  文 

１ 被申立人は、Ｈに対する平成10年７月18日付け停職処分をなかったものと

して取り扱い、同人に対する賃金等減額分金311,760円を支払わなければなら

ない。 

２ 被申立人は、申立人らに対し、本命令書写しの交付の日から７日以内に、

下記の文書を手交しなければならない。（注：年月日は手交した日を記載する

こと。） 

記 

平成 年 月 日 

愛媛私立学校教職員連合組合 

執行委員長  Ｙ１    殿 

今治精華高等学校教職員組合 

執行委員長  Ｈ     殿 

学校法人今治精華学園 

代表者理事  Ｍ 

当学園が行った下記の行為は、愛媛県地方労働委員会において、不当

労働行為と認定されましたので、今後はこのような行為を繰り返さない

ようにします。 

記 

１ Ｈ氏に対して、平成10年７月18日付け停職処分を行ったこと。また、

それに伴って同氏の賃金等を減額したこと。 

２ 平成10年６月25日に組合機関紙「羅針盤」の配付活動を妨害したこ

と。 

以上 

３ 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 

 

理  由 

第１ 申立人らの請求する救済内容 

１ 被申立人は、今治精華高等学校教職員組合執行委員長Ｈに対して行った、

平成10年６月29日付け戒告処分及び平成10年７月18日付け停職処分が、そ

れぞれなかったものとして取り扱い、同委員長に対する賃金等減額処分金
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311,760円を支払わなければならない。 

２ 被申立人は、今治精華高等学校の校内及び校外において、今治精華高等

学校教職員組合機関紙「羅針盤」及び愛媛私立学校教職員連合組合機関紙

「愛媛私教連新聞」の配布活動を妨害するなどして、申立人らの組合活動

を妨害してはならない。 

３ 上記１及び２に係る謝罪文の掲示 

第２ 認定した事実 

１ 当事者 

(1) 申立人 

ア 申立人愛媛私立学校教職員連合組合（以下「私教連」という。）は、

平成７年７月21日、愛媛県下の私立学校の教職員で構成される単位労

働組合などで結成された連合団体であり、本件審問終結時（平成12年

４月14日）において、６単位労働組合と個人加盟の組合で組織され、

組合員数は、約180名であり、全国私立学校教職員組合連合に加盟し

ている。 

イ 申立人今治精華高等学校教職員組合（以下「組合」という。）は、

平成10年６月13日、今治精華高等学校に勤務する教職員によって結成

された労働組合であり、同日、私教連に加盟している。なお、組合員

は、執行委員長と書記長以外明らかにされていない。 

(2) 被申立人 

被申立人学校法人今治精華学園（以下「被申立人」という。）は、昭

和23年11月１日に設立された学校法人であり、肩書地に所在し、今治精

華高等学校（以下「精華高校」という。）のほか幼稚園を経営しており、

平成12年４月現在の教職員数は、非常勤講師を含めて59名（うち精華高

校41名）である。 

なお、精華高校は、大正15年今治精華高等女学校として創立され、昭

和23年の学制改革により現校名となり、普通科、食物科及び衛生看護科

を有し、平成12年４月現在の生徒数は340名である。 

２ 組合結成に至るまでの経緯について 

(1) 組合の執行委員長であるＨ教諭（以下「Ｈ教諭」という。）は、昭和

52年九州大学大学院農学研究科を修了後、九州の私立高等学校に勤務し、

平成７年４月、精華高校に教諭として採用された。授業は、生物及び総

合理科を担当し、放課後の部活動では、生物部の顧問をしている。 

(2) 平成９年11月から翌年１月頃にかけて、Ｈ教諭と組合の書記長である

Ｉ教諭（以下「Ｉ教諭」という。）は、被申立人から勤務成績不良や職

務に必要な適格性の欠如などの理由で退職を強く求められた。そこで、

同人らは私教連に個人加入し、Ｉ教諭は私教連とともに団体交渉を行い、

Ｈ教諭は私教連の組合員であることを通告した。その後、被申立人から

の退職を求める言動はなくなった。 

(3) 平成10年６月13日、Ｈ教諭らは、上記の経験を通じて、教員としての
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身分を安定させるため、また、待遇の改善などのためには職場に労働組

合が必要であると考え、組合を結成した。 

３ ジュース事件に対する戒告処分について 

(1) 漢字テストをめぐる金銭のやり取り 

ア 精華高校では、全校を通じて、週１回程度、漢字の書き取りテスト

（以下「漢字テスト」という。）を行っている。平成10年５月中旬頃、

Ｈ教諭は、理科室で漢字テストの勉強をしていた同校の生物部員であ

る男子生徒らから、「漢字テストでよい成績を取るためには、どうす

ればよいのか。」と相談され、「君達の成績が10点満点であれば、私が

ジュースをおごろう。その代わり、もし10点満点でなければ私におご

れよ。」という話を持ちかけた。この申し出に対し、男子生徒らのう

ち１名は断ったが、もう１名（以下「Ａ君」という。）は受諾した。 

  なお、Ｈ教諭は、放課後の部活動時などに、生物部員らに対し、ジ

ュースをおごることがあった。 

イ 同年５月22日、第２回の漢字テストが行われた。Ａ君は10点満点を

取れなかったため、Ｈ教諭のもとに、ジュースではなく金銭（100円）

を持って行った。Ｈ教諭はそれを受け取って、自己の金銭と区別して、

机の引出に保管した。 

ウ 同月29日、第３回の漢字テストが行われ、Ａ君は10点満点を取った

ので、今度は、Ｈ教諭がＡ君に机の引出に保管していた金銭（100円）

を渡した。 

エ その後行われた第４回及び第５回の漢字テストでは、Ａ君は10点満

点を取ることができなかったため、その都度金銭（計200円）をＨ教

諭に渡した。 

オ 同年６月18日放課後、Ａ君は、Ａ君のクラスの副担任であり、校務

分掌において生徒指導を担当する生徒課の課長であるＯ教諭（以下「Ｏ

教諭」という。）に対し、これまでのＨ教諭との金銭のやり取りを打

ち明け、助けて欲しい旨を申し出た。 

カ Ａ君から相談を受けたＯ教諭は、直ちにこのやり取りをやめるよう

Ａ君に指導を行うとともに、Ａ君の母親に電話で謝罪をした。その際、

母親は、Ａ君からＨ教諭と漢字テストをめぐって金銭のやり取りをし

ていることは聞いていたが、それをやめるように言っても、Ａ君がか

たくなにやめようとしないこと、漢字テストが近づくと、家庭でいら

いらしていることなどを話した。 

キ Ｏ教諭は、この件を校長らに相談すれば、Ｈ教諭の進退問題になり

かねないと判断し、生徒課の教員らと相談して、Ａ君が直接Ｈ教諭に

金銭の返却を求め、今後このようなことは行わないという約束をし、

二人だけでこのやり取りを終わらせるよう指導することとした。 

ク ところが、翌19日、Ａ君は、昨日Ｏ教諭から指導を受けたにもかか

わらず、職員室で、その日に行われた第６回漢字テストで10点満点が
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取れなかったことによる金銭（100円）をＨ教諭に渡した。その現場

を目撃したＯ教諭は、事は緊急を要すると考え、昨日の決定どおり、

Ａ君をＨ教諭のもとに行かせることにした。 

ケ 同日放課後、Ａ君は、Ｈ教諭のもとを訪ね、漢字テストをめぐる金

銭のやり取りをやめることを告げ、これまでにＨ教諭に渡っている金

銭の返却を求めた。それに対し、Ｈ教諭は、「もうやめるのか。」と怒

ったように言い、これまでに受け取っていた金銭（300円）を返した。 

コ Ａ君からＨ教諭の上記対応を聞いたＯ教諭は、この問題が生徒課で

指導する範囲を越えていると判断し、再度生徒課の教員らと相談して、

翌20日、精華高校のＷ校長（平成11年９月に退職した。以下「Ｗ校長」

という。）及びＹ２教頭（以下「Ｙ２教頭」という。）に、これまでの

経過（以下「ジュース事件」という。）を報告した。 

(2) ジュース事件に係る懲戒委員会の開催 

ア 平成10年６月24日、被申立人のＭ理事長（以下「Ｍ理事長」という。）

は、ジュース事件についての報告を受け、学校法人今治精華学園就業

規則（以下「就業規則」という。）第51条第２項に基づく懲戒委員会

を開催することを決めた。 

なお、就業規則によると、被申立人が懲戒処分を行うときは、理事

長が招集する懲戒委員会の意見を聴くものとされている。 

イ 翌25日午後４時、「本校Ｈ教諭の行った金銭のやりとりを伴った生

徒とのかけ行為について」を議題とする懲戒委員会が開催され、懲戒

委員による意見陳述が行われた。 

なお、懲戒委員には、理事長、校長、教頭及び各学科の主任並びに

校務分掌における総務課、教務課及び生徒課の各課長が任命されてお

り、進路渉外課、保健衛生課、環境美化課及び庶務課の各課長は除か

れていた（ただし、進路渉外課長は普通科主任と兼務しており、普通

科主任として任命されていた。）。また、以後の懲戒委員会も出張者を

除き同じメンバーで開催されている。 

ウ 翌26日午後４時、再度懲戒委員会が開催され、Ｈ教諭に対しジュー

ス事件に関する事情聴取が行われた。そして、Ｈ教諭は、事実関係に

ついて概ね認め、教育的配慮に欠けていた旨を述べた。 

Ｈ教諭の退席後、引き続いてＨ教諭の処分について協議が行われた

が、処分内容はＭ理事長に一任された。 

エ その後、Ｍ理事長は、戒告処分を相当と判断し、その旨を懲戒委員

に個別に諮り、了承を得た。 

(3) 戒告処分と始末書の提出 

ア 同年６月29日、被申立人は、Ｈ教諭に対し、教育的配慮に欠けるも

のがあったとして、就業規則第51条及び第52条に基づく戒告処分（以

下「戒告処分」という。）を行った。 

イ Ｈ教諭は、Ｍ理事長に戒告処分に係る始末書の提出を求められ、同
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日午後、始末書（乙５）を提出した。 

ウ 翌30日、Ｈ教諭は、昨日の始末書で「かけごとまがい」と書いたこ

とを不本意と思い、新たに、「漢字指導において教育的配慮に欠ける

ものがあった」とする始末書（乙４）を提出した。 

エ その後、組合は、被申立人に対し、平成10年10月27日付け文書（甲

９）で、就業規則第51条第４項に基づく処分理由を記載した説明書の

交付を要求したが、被申立人は交付していない。 

４ 授業失念事件等に対する停職処分について 

(1) 授業の不実施 

平成10年６月25日７校時、Ｈ教諭は、理科室で調べ物などをしていて、

担当していた２年１組の生物の授業を行わなかった（以下「授業失念事

件」という。）。 

(2) 授業失念事件に係る懲戒委員会の開催 

ア 同年６月30日午前、Ｍ理事長は、授業失念事件についての報告を受

け、同日午後４時、就業規則第51条第３項に基づき懲戒委員会を開催

した。 

なお、今回は、冒頭からＨ教諭に対し事情聴取が行われた。 

イ 事情聴取の開始早々、Ｗ校長がＨ教諭に対し事情聴取の内容を録音

するかどうか確認したところ、Ｈ教諭は、録音しない旨を述べた。 

ウ 開始から約45分間、懲戒委員は、Ｈ教諭に対し、授業失念事件の事

実関係について質問し、Ｈ教諭は、それを概ね認めた。 

エ ところが、その後、上記事情聴取がほぼ終了したところで、Ｈ教諭

が小型の録音機を胸ポケットに所持し、これまでの内容を録音してい

た事実が発覚した（以下「隠し録音行為」という。）。そのため、懲戒

委員が反発したまま、懲戒委員会は散会となった。 

なお、この録音機は、戒告処分後、被申立人からの組合攻撃に備え

るためとして、私教連のＹ１執行委員長（以下「Ｙ１委員長」という。）

からＨ教諭に対し携帯するよう渡されていたものであった。 

オ その後、Ｍ理事長は、Ｈ教諭の処分内容について、懲戒委員に個別

に意見聴取を行った。 

(3) 停職処分 

ア 同年７月18日、被申立人は、Ｈ教諭に対し、処分理由説明書（甲14）

のとおり、就業規則第51条第１項第２号ないし第４号に抵触する行為

があったとして、就業規則第52条に基づく２週間（７月21日から８月

３日まで）の停職処分（以下「停職処分」という。）を行った。 

イ 上記処分理由説明書に記載されているもののうち、生徒の成績表を

理科室に放置していた件は平成９年10月頃に、また、劇薬の入った瓶

を焼却場に放置していた件は平成10年３月頃に、校長らから注意もし

くは指導を受け、改善されている。 

(4) 停職処分後の経過 
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ア Ｈ教諭は、Ｗ校長に対し、停職処分が組合に対する不当な攻撃であ

るとして、停職処分撤回要求書（乙16）を送った。それに対し、被申

立人は、停職処分が組合活動と一切関係ないことを理由に撤回しない

旨を回答した（乙18）。 

イ 平成10年８月７日、団体交渉の席上で、Ｙ１委員長は、停職処分に

ついて、「このままでは地労委に提訴せざるを得なくなる。」と発言し

た。それに対し、被申立人側は、「組合であれば何をしてもいいとい

うことではない。」と述べた。 

ウ 同年10月15日、Ｙ１委員長は、精華高校を訪れ、Ｍ理事長不在のた

め被申立人の理事に対し、「職場内で解決できないか。」との申し入れ

を行ったが、被申立人からの回答はなかった。 

(5) 賃金等の減額 

停職処分により、被申立人は、Ｈ教諭に対し、平成10年８月分給与か

ら155,879円、平成10年冬季一時金から155,881円を減額した。 

５ 組合機関紙の配布活動に対する発言等について 

(1) 組合結成後の状況 

平成10年６月13日の組合結成後、同月15日、組合は、被申立人に対し

組合結成通知（甲20の１）を行うとともに、待遇改善などの要求を議題

とする団体交渉を申し入れ、組合結成を知らせる組合機関紙「羅針盤１

号」（甲30）を教職員に郵送した。 

(2) 組合機関紙の配布に対するＹ２教頭の発言 

ア 同月24日、職員会議後の午後６時15分頃、Ｈ教諭らは、精華高校と

県内の他の私立高校との賃金水準の比較表などを記載した組合機関紙

「羅針盤２号」（甲19）を、教職員の宛名が書かれた封筒に入れて封

をし、職員室において各教職員の机上に配布した。 

なお、精華高校の教員の終業時刻は午後４時45分であるが、この日

は職員会議が午後６時過ぎまで長引いていた。 

イ 翌25日、Ｙ２教頭は、Ｈ教諭に対し、「ビラの配布は、勤務時間外

でも校長の許可が必要である。」と述べた。それに対し、Ｈ教諭は、「組

合に帰って検討します。」と答えた。 

なお、就業規則にビラ配布を制限する規定はなかったが、Ｙ２教頭

は、職場には組合員以外の教職員がいることから、被申立人の許可が

ない限り、組合機関紙は配布できないものと考えていた。 

ウ 組合は、Ｙ２教頭の発言は正当な組合活動に対する妨害行為である

が、結成間もない状況下で、差し当たり団体交渉を軌道に乗せるため

には、この件で職場内に混乱を生じさせることは好ましくないと考え、

自主的に組合機関紙の配布を教職員の自宅への輸送に切り替えた。 

(3) 組合機関紙の郵送と教職員有志の申し入れ 

ア 組合は、同年７月22日に組合機関紙「羅針盤３号」（甲31）を、同

年10月６日に「同４号」（甲32）を精華高校の教職員に郵送した。 
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イ それに対し、同校の若い教職員らは、組合機関紙に記載されている

Ｗ校長についての批判的な意見などを読みたくないため、郵送を断り

たいと考えた。そこで、総務課長であるＳ教諭（以下「Ｓ教諭」とい

う。）が精華高校で最も勤務年数が長いことから、同教諭に教職員の

意見をまとめて欲しい旨の相談を持ちかけた。 

なお、Ｓ教諭自身は、直接組合に断っていたため、組合機関紙は郵

送されていなかったが、若い教職員らは、組合員がベテランの教員で

あるため、直接断ることができなかった。 

ウ その結果、教職員有志が連名の文書で組合に対し申し入れを行うこ

ととなり、Ｓ教諭は、上記教職員らとその申し入れ書を作成し、勤務

時間中などに職員室で教職員の署名を集めた。 

エ 同月15日、精華高校の教職員有志23名は、組合に対し、組合機関紙

「羅針盤」の配布や郵送をしないよう申し入れる旨の文書（甲５）を

提出した。 

オ しかし、組合は、同年11月11日及び同月16日に組合機関紙「羅針盤

号外」（甲33、甲34）を教職員に郵送した。 

カ そのため、同月20日、配布のなかった数名を除く教職員有志19名は、

組合に対し、再度上記文書と同様の趣旨の申し入れ書（甲６の１）を

提出した。 

キ 同年12月２日、精華高校の教職員有志23名は、私教連及び組合に対

し、再々度上記申し入れ書と同様の趣旨の申し入れ書（甲７の１）を

提出した。 

なお、この申し入れ書には、教職員有志が組合と被申立人の団体交

渉の録音テープを聴いたとする旨の記載があった。 

ク Ｓ教諭は、これらの申し入れ書を組合へ提出するにあたって、精華

高校の公用封筒や印章を使用した。 

ケ 精華高校には、Ｗ校長が校長職に就任した際、教育面での活動を充

実もしくは発展させるために、週１回程度、教頭、総務課長及び教務

課長と話し合うために設けた会（以下「三役会議」という。）があり、

その会の情報交換の中で、組合活動や団体交渉の状況などが話題に上

ることがあった。 

(4) 本件申立て後の状況 

ア 本件申立て後、当委員会の審問において、Ｙ２教頭は、勤務時間外

であれば校長もしくは教頭に届け出ることによって、職員室で組合機

関紙の配布を行うことに問題がない旨の証言をした。また、Ｍ理事長

も、Ｙ２教頭と同様の証言を行い、かつ、Ｈ教諭に対するＹ２教頭の

発言について行き過ぎがあったことを認めた。 

イ 組合は、同年７月22日以降、組合機関紙を計11回郵送してきたが、

Ｙ２教頭の上記証言に基づき、平成11年10月25日から職員室での配布

を再開し、本件審問終結時（平成12年４月14日）までに計４回（羅針
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盤第８号から第11号）の配布を行った。 

ウ 本件申立て後、団体交渉は、本件審問終結時までに計３回行われて

いる。また、私教連、組合及び被申立人の三者は、組合と被申立人が、

今後、労使問題について双方で前向きに対処することを確認する旨の

平成11年10月８日付け覚書（乙26）を締結している。 

６ 懲戒に関する就業規則について 

(1) 就業規則 

平成10年当時の懲戒に関する就業規則は、次のとおりである。 

（懲戒処分） 

第51条 教職員が次の各号の一に該当するときは、その情状により、戒 

  告、減給、停職又は解雇をすることができる。 

(1) （略） 

(2) 上司の職務上の指示に従わず学園の秩序をみだしたとき 

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは業務の遂行

又は運営を阻害するような行為があったとき 

(4) 教職員としての品性を欠き、学園の名誉を損ずる非行のあった

とき 

(5) （略） 

２ 前項の処分を行うときは、別に定める懲戒委員会の意見を聴くも

のとする。 

３ 懲戒委員会は理事長が招集する。委員の人選は理事長と校長（園

長）・教頭が行うものとする。 

４ 理事長又は校長（園長）は、第１項の処分を行う場合において、

その教職員に対し、処分理由を記載した説明書を交付するものとす

る。 

（懲戒処分の種類） 

第52条 懲戒処分は次のとおりとする。 

 (1) 戒 告  始末書を提出させ、戒告書を交付して将来を戒める。 

 (2) 減 給  給与を減給する。ただし、労働基準法第91条の制限 

        を超えてはならない。 

 (3) 停 職  ３ヵ月以内の期間を定めて出勤を停止する。 

  この場合において、その期間の給与は支給しない。 

 (4) 解 雇  本人の願出によらず解雇する。 

(2) 就業規則の改定 

被申立人は、就業規則の改定を行い、新しい学校法人今治精華学園就

業規則（以下「新就業規則」という。）を平成11年４月１日から施行し

た。 

新就業規則には、第47条以下に懲戒に関する規定があり、第50条の規

定は、次のとおりである。 

（懲戒解雇） 



- 9 - 

第50条 教職員が、次の各号の一に該当する場合は、懲戒解雇とする。 

 ただし、事情により、これを軽減することがある。 

 (1)～(11)（略） 

 (12)学園内に於いて、許可なく演説・放送・掲示・印刷物等の貼付 

  または配布をした者 

 (13)～(16)（略） 

なお、本件申立て後の審問において、Ｍ理事長は、勤務時間外に特定

の場所で組合機関紙を配布することについては、新就業規則第50条第12

号に当たらない旨の証言をしている。 

第３ 判 断 

１ 申立人らの申立人適格について 

(1) 被申立人の主張 

申立人らは、Ｈ教諭が停職期間中の賃金等減額分のバックペイを求め

ることについて、固有の救済利益もしくは救済の必要性を有しない。し

たがって、前記第１、１については、内容の審査に入るまでもなく、申

立て自体失当として却下を免れない。 

(2) 当委員会の判断 

不当労働行為制度の下で、組合員に対する不利益取扱その他の不当労

働行為が行われたときは、同時に組合活動を侵害するものであるから、

労働組合はその任務である組合員の権利の保護と団結権擁護のための独

自の権能に基づいて、労働組合自身の権利が侵害されたものとして、そ

の救済を求める利益を有する。また、このことは、上部団体とその傘下

の労働組合の組合員との関係においても同様である。 

したがって、不当労働行為の救済として賃金等減額分のバックペイを

求める本件において、申立人らは、当事者適格を有するため、被申立人

の主張は採用できない。 

２ ジュース事件に対する戒告処分について 

(1) 申立人らの主張 

ア Ｈ教諭は、あくまで生徒を励まし、漢字テストに対する意欲を喚起

するために金銭のやり取りを約束したものであり、賭事をしたもので

はない。 

クラスマッチで優勝すれば学級担任が自腹を切ってジュースをふる

まうことなどは、教育現場で往々にして行われていることであり、仮

に金銭のやり取りをしたことに多少の問題があったとしても、口頭に

よる注意もしくは指導で事足りる程度の問題に過ぎず、懲戒処分に該

当するような問題ではない。 

イ Ｈ教諭が同様の行為を繰り返すおそれがあるなら、何よりも校長ら

が、急ぎ教育的観点からそういう行為をしないよう指導をするであろ

うが、それをすることなく懲戒処分を決めている。また、組合の要求

にかかわらず処分理由説明書が交付されていないため、処分の対象と
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される事実や急ぎ処分をする必要性が明らかでない。 

ウ 精華高校においては、「教育的配慮に欠ける」教員に対し、懲戒委

員会が開催された事例がないにもかかわらず、今回、被申立人がやみ

雲に戒告処分を行ったことは、組合活動を敵視し、その中心である執

行委員長を「見せしめ」として処分して、組合の影響力の拡大阻止を

図った不当労働行為にほかならない。 

(2) 被申立人の主張 

ア ジュース事件におけるＨ教諭の行為が賭事であることは、何人の目

から見ても明らかであり、純真な生徒に与えた精神的悪影響ははかり

しれず、教育者としてあるまじき所業である。 

イ Ｈ教諭は、Ａ君が金銭の返還を申し出た際、「もうやめるのか。」と

怒声をもって応じたことから、再度、他の生徒に対して、教育的指導

と称して同様な非常識極まりない所業に及ぶ可能性も十分うかがえ、

管理職からのある程度時間を要する矯正監督や率先垂範よりも、一刻

も早く、かかる異常な指導方法を阻止するために、急きょ戒告処分に

踏み切ったものであり、不当労働行為でないことは明らかである。 

(3) 当委員会の判断 

ア 戒告処分の合理性の存否 

(ｱ) 理由について 

  Ｈ教諭の行為は、前記第２、３、(1)、アないしウのとおり、当

初ジュースを賭けていたものが、10点満点をとれなかったＡ君が金

銭をもってきたことから、以後、金銭のやり取りになったものであ

り、当初から金銭を対象としていなかったこと、その額も１回100

円であること、また、Ｈ教諭は、受け取った金銭を自己の金銭と区

別して、机の引出に保管していたこと、部活動時などに、生物部員

であるＡ君にジュースをおごることもあったこと、などを併せ考え

ると、金銭を目的とした賭博行為とは認め難いものである。 

  しかしながら、Ｈ教諭は、前記第２、３、(1)、アのとおり、自

ら漢字テストの成績を対象とするジュースのやり取りを提案し、前

記第２、３、(1)、イ、エ及びクのとおり、実際に生徒から再三に

わたって金銭を受け取っている。また、前記第２、３、(1)、ケの

とおり、金銭のやり取りをやめることを告げたＡ君に対し、「もう

やめるのか。」と怒ったように言うなど、たとえ生徒を励まし、漢

字テストに対する意欲を喚起する意図でこのやり取りを行ったとし

ても、客観的に教育的指導とは認め無いものである。 

  一方、Ａ君については、前記第２、３、(1)、オのとおり、Ｏ教

諭に相談を持ちかけた際、助けて欲しい旨を申し出ていること、前

記第２、３、(1)、カのとおり、母親が金銭のやり取りをやめるよ

うに言っても、かたくなにやめなかったこと、家庭でも漢字テスト

が近づくといらいらしていることから、Ｈ教諭との約束に相当の精
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神的重圧を感じていたことが認められる。また、生徒課長であるＯ

教諭も、前記第２、３、(1)、キのとおり、この件を管理職に相談

すればＨ教諭の進退問題になりかねないと判断している。 

  したがって、ジュース事件におけるＨ教諭の行為は、賭博行為と

は認められないものの、教員としての節度を越えており、生徒に与

えた影響を考慮すると、懲戒処分の対象となることもやむを得ない

ものである。 

  なお、被申立人は、前記第２、３、(3)、エのとおり、就業規則

第51条第４項に基づく処分理由説明書を交付していないが、処分の

対象とされる事実については、前記第２、３、(2)、ウのとおり、

ジュース事件に係る２回目の懲戒委員会において、Ｈ教諭に対し事

情聴取がなされており、その際に弁解の機会も与えられていたこと

が認められるため、当事者間において処分理由は明らかであったも

のと考えられる。 

(ｲ) 懲戒権の濫用について 

  戒告は、前記第２、６、(1)のとおり、就業規則の中で最も軽い

処分であり、懲戒権の濫用は認められない。 

(ｳ) 懲戒手続きについて 

  被申立人は、前記第２、３、(2)、イ及びウのとおり、処分に先

立って就業規則第51条第２項に基づく懲戒委員会を開催し、懲戒委

員の意見を聴き、翌日、Ｈ教諭から事情聴取を行った後も、再度懲

戒委員の意見を聴いており、就業規則に基づく手続きは遵守されて

いたものと認められる。また、懲戒委員についても、各学科の主任

及び校務分掌において生徒と触れ合うことの多い部署の課長を選出

しており、その人選には合理性が認められる。さらに、Ｍ理事長は、

前記第２、３、(2)、エのとおり、処分を一任された後も、実際に

処分を決定する際には懲戒委員に個別に了承を求めており、本件処

分に対して慎重に配慮していたことがうかがえる。 

したがって、被申立人の行った戒告処分の手続きは、適正であっ

たと言える。 

(ｴ) まとめ 

以上のことから判断すると、戒告処分は、処分理由に合理性があ

り、懲戒権の濫用も認められず、懲戒手続きも適正であることから、

相当である。 

イ 不当労働行為の成否について 

教育の現場では、通常「教育的配慮に欠ける」教員に対しては、管

理職から教育上の指導を行うものであるし、他の生徒に対して同様の

行為を繰り返すおそれがある場合は、まず、それを阻止するために急

ぎ、注意もしくは指導を行うべきものと考える。 

それにもかかわらず、被申立人は、管理職がＯ教諭からジュース事
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件の報告を受けて、Ｍ理事長が懲戒委員会を開催することを決定する

までの間、Ｈ教諭に対し何ら注意等を行ったことが認められない。ま

た、精華高校では、過去に「教育的配慮に欠ける」ことを理由に懲戒

処分がなされたことも認められない。 

しかしながら、教育上の指導は、あくまでも管理職の裁量によって

行われるものであり、戒告処分の合理性に影響を与えるものではなく、

また、過去に必ずしもジュース事件と同様の事件があったとは言えな

いことから、これらのことで戒告処分の合理性に優越するだけの不当

労働行為意思を認めるには十分でないと言わざるを得ない。 

さらに、前記第２、３、(3)、イ及びウのとおり、Ｈ教諭は、処分

後、直ちに始末書を提出しており、組合も、その後本件申立てまで、

特に処分の撤回の要求等を行っていない。 

したがって、Ｈ教諭に対する戒告処分は、不当労働行為とまでは評

価することはできない。 

３ 授業失念事件等に対する停職処分について 

(1) 申立人らの主張 

ア 本件懲戒処分は、これまで労働組合が存在しなかった職場に組合が

結成され、最初の団体交渉の実現を目指して精力的に活動をしていた

時期に、その組合執行委員長に対して、極めて短期間に２度にわたっ

て行われている。 

イ Ｈ教諭は、授業失念を繰り返したり、過去に同様の行為を行ってい

たものではない。また、精華高校において過去に授業失念を理由とし

て懲戒処分がなされた事例もない。 

本件申立て後も、Ｉ教諭が確認しただけでも３件の授業失念が起こ

っているが、被申立人は、これらについて懲戒処分をしていないのみ

ならず、調査もしていない。 

ウ Ｈ教諭は、授業失念事件に係る懲戒委員会において、授業失念事件

以外の停職処分の理由について一切弁解をする機会も与えられず、事

実かどうかの確認もないまま処分が行われている。また、被申立人は、

懲戒委員会という合議体の意見を聴取していない。 

エ 処分理由説明書は、事実誤認ないし停職処分の理由とはなり得ない

事実に基づくものであり、合理的な理由がない。 

オ 以上のとおり、被申立人が不当労働行為意思に基づいて停職処分を

行ったことは明らかである。 

(2) 被申立人の主張 

ア 戒告処分より３週間も経過しないうちに再度の懲戒処分がなされて

いることについては、事実を異にする懲戒理由が時を移さず発生した

ためであり、やむを得ないことである。 

イ 授業の不実施は、教師としての最低限守られるべき心構えの欠落と

言う他なく、やむを得ない事情の存在が証明されない限り、重大な職
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務怠慢である。 

Ｈ教諭以外の授業失念をした教諭の調査については、Ｉ教諭が授業

を失念した教諭の氏名を明かさないため、授業失念は犯罪行為ではな

いので、教員を一人ずつ尋問する訳にもいかず、自己申告がない以上、

その有無の確認は困難である。 

ウ Ｈ教諭は、処分理由とされた事実関係を全て認め、特に争わなかっ

たのであるから、本人の弁解を聞かないまま処分を行った訳ではない。

また、停職処分の決定については、懲戒委員会の開催以後、懲戒委員

に対し、個別に意見を聴取しており、就業規則第51条第２項に違反し

ていない。 

エ 授業失念事件に係る懲戒委員会において、当初は本人の猛省を促す

に止め、処分は見送りとするか、処分するとしても極く軽い方向でと

いうのが全懲戒委員を通じての雰囲気であったが、隠し録音行為が判

明したため、懲戒委員が強く反発し、減給を飛び越えて停職処分とな

ったものである。 

オ 停職処分は、就業規則第51条第１項第２号ないし第４号に該当する

ことを理由にやむを得ずなされたものであって、Ｈ教諭が組合執行委

員長であることもしくは組合活動をなしたことの故をもってなされた

ものでない。 

(3) 当委員会の判断 

ア 停職処分の合理性の存否 

(ｱ) 処分理由について 

ａ 授業の不実施について 

  Ｈ教諭が前記第２、４、(1)のとおり、担当する授業を実施し

なかったことは、職務怠慢であり、職務専念の義務違反であるた

め、就業規則第51条第１項第３号にいう「職務上の業務に違反し、

又は職務を怠る行為」に該当する。 

ｂ その他の処分理由について 

  Ｈ教諭が職員会議中に録音機を使用し、管理職が注意等を行っ

たにもかかわらず、反省、謝罪の態度を示さなかったとする件は、

被申立人から職員会議中にＷ校長がＨ教諭に注意したこと、実際

に録音機が使用されていたことを確認するに足る疎明がなかった

ため、そのような事実があったものと認めることはできない。 

  隠し録音行為により上司の命令に背き、不服従の態度をとった

とする件については、前記第２、４、(2)、イのとおり、Ｗ校長

は、懲戒委員として、Ｈ教諭に対し録音機の所持を確認したので

あるから、就業規則第51条第１項第２号にいう「上司の職務上の

指示」に当たるものではない。 

  また、女生徒から騒々しい授業を何とかして欲しい旨のお願い

文が出されたが、授業改善がなされていないとする件及び学級指
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導や学習指導に工夫がみられず、生徒や保護者から不平不満が絶

えないなど指導の在り方に批判が多いとする件は、仮に事実であ

ったとしても、このことをもって、就業規則第51条第１項第４号

にいう「教職員としての品性を欠き、学園の名誉を損ずる非行」

があったとまでは認められない。 

  生徒の成績表を理科室に放置していた件及び劇薬の入った瓶を

焼却場に放置していた件については、前記第２、４、(3)、イの

とおり、平成10年３月頃までに校長らから注意もしくは指導を受

け、改善されている。また、戒告処分の際も、それ以前にも問題

とされた事実は認められず、今回処分理由とすることは不合理で

ある。 

  したがって、授業の不実施以外の処分理由についは、合理性は

認められない。 

(ｲ) 懲戒権の濫用について 

  授業の不実施について、処分理由説明書では授業放棄とされてい

るが、Ｈ教諭は、前記第２、４、(1)のとおり、理科室で調べ物をし

ていて、担当していた授業を失念したものと認められる。 

  もちろん、たとえ失念によるものとはいえ、授業の不実施は、学

校を経営する被申立人にとって、見過ごすことはできないであろう

し、被申立人にはいかなる懲戒処分を選択するかについての裁量権

があることも否定できないが、２週間の停職処分という相当に重い

懲戒処分にすることは、著しく妥当性を欠き、懲戒権の濫用に当た

るものと言わざるを得ない。 

  なお、隠し録音行為が停職処分の引き金になったとする被申立人

の主張は、上記のとおり、このことを理由に処分を行うことに合理

性が認められない。 

(ｳ) まとめ 

  以上のことから、授業の不実施については、懲戒処分の対象とな

るものの、処分内容に懲戒権の濫用が認められるため、停職処分に

は合理性が認められない。 

  なお、前記第２、４、(2)のとおり、授業の不実施については、懲

戒委員会でＨ教諭に弁解の機会が与えられるなど、一定の懲戒手続

きはなされているが、それ以外の処分理由については、そのような

手続きがなされたとは認められない。 

イ 不当労働行為の成否 

(ｱ) 被申立人は、組合結成後１ヶ月程度の期間に、組合執行委員長に

対し、戒告処分に続いて、２週間の停職処分という相当に重い懲戒

処分を行っており、組合に対する不当労働行為意思がうかがわれる。 

(ｲ) 被申立人は、処分理由説明書において、授業失念事件以外にいく

つかの処分理由を付け加えており、被申立人にとっても、授業の不
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実施が本来２週間の停職処分に値するようなものではないと考えて

いたことが認められる。 

(ｳ) 申立人らは、前記第２、４、(4)、イ及びウのとおり、停職処分後、

団体交渉や被申立人を訪問するなどして、労使間の話し合いでの解

決を求めていたことが認められるが、被申立人は、この問題に対し

て組合と誠実に話し合うという姿勢が見受けられなかった。 

(ｴ) 以上のことから、被申立人は、Ｈ教諭が組合の執行委員長である

が故に、授業失念事件を捉えて、殊更に重い処分をしようとしたも

のと認めざるを得ない。したがって、Ｈ教諭に対する停職処分は、

労働組合法第７条第１号に該当する不当労働行為である。 

４ 組合機関紙の配布に対するＹ２教頭の発言について 

(1) 申立人らの主張 

ア 組合が結成間もない段階で自らの主張を職場の組合未加入の労働者

に対して広く伝えることは、組合の団結を確保し、それを広げていく

上で不可欠の活動である。これに対し、学校職場における管理職であ

る教頭が、ビラ配布を禁止する行為は、労働者の自主的な団結活動に

対する妨害行為であることは明白であり、支配介入に該当する。 

イ 申立人らは、労働組合が行うビラ配布の時間、場所、方法等により、

一定の場合、使用者の施設管理権や業務上の支障との関係において制

限される場合があることを認めるものであるが、本件におけるビラ配

布は、勤務時間外に、職員室内で、封筒内にビラを封入して行われた

ものである。 

ウ 本件申立て後の審問におけるＭ理事長の証言は、自らＹ２教頭の発

言を違法と認めるものであるが、これをもって支配介入が免責される

ものではない。また、被申立人は、新就業規則に基づいて懲戒解雇を

行う危険性があり、本件申立てにおいても、依然としてＹ２教頭の発

言の不当労働行為性を争っていることから、救済の必要性がなくなる

ものでもない。 

(2) 被申立人の主張 

ア Ｙ２教頭は、Ｈ教諭に対し、組合機関紙の配布について、勤務時間

外であっても、教育の重要な拠点であり、神聖なスペースとも言うべ

き職員室内においては自粛されるべきである旨説明し、同教諭の了解

を得たものである。 

イ Ｙ２教頭は、管理者による「許可」が必要である旨を述べたもので

はなく、管理者に対する事前の「届出」が必要である旨を述べたに過

ぎず、しかも「命令」ではなく「要請」であったから、支配介入では

ない。 

(3) 当委員会の判断 

ア 不当労働行為の成否 

(ｱ) 組合機関紙の配布の正当性について 
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  結成間もない労働組合が組合機関紙の配布などの情宣活動を行う

ことは、労働組合の団結権を確保するために不可欠なものであり、

そのために使用者の施設を利用することは避け難いものである。一

方、使用者は、所有者として施設管理権を有しており、時間、場所

及び方法等によっては、その配布を制限することも許されている。 

本件において、組合が行った組合機関紙の配布は、前記第２、５、

(2)、アのとおり、勤務時間外であり、しかも、その日は職員会議

が長引いたことから、会議が終わるのを待って配布している。また、

場所も職員室において各教職員の机上に配布されており、方法も教

職員の宛名が書かれた封筒に入れて封をして行われたものであり、

生徒等の目に触れないよう十分な配慮がなされていたことが認めら

れる。さらに、内容についは、精華高校と県内の他の私立高校との

賃金水準の比較表などであり、特に誹謗、中傷記事が記載されてい

たものでなく、職場秩序が乱れた具体的な事実もないことから、本

件組合機関紙の配布は、被申立人の業務遂行上、施設の管理上及び

職場秩序の保持上も特に支障を及ぼしたとは認められず、正当な組

合活動の範囲であると言える。 

(ｲ) Ｙ２教頭の発言について 

Ｙ２教頭は、前記第２、５、(2)、イのとおり、就業規則にビラ

配布を制限する規定がないにもかかわらず、職場では組合員以外の

教職員がいることから、被申立人の許可がない限り、精華高校内で

組合機関紙を配布できないと考えていたものである。したがって、

Ｙ２教頭の発言は、被申立人の「許可」を得ることを求めたもので

あり、「要請」とは認められず、組合機関紙の配布を制限したもの

と言わざるを得ない。 

なお、Ｈ教諭は、前記第２、５、(2)、イ及びウのとおり、Ｙ２

教頭の発言に対し、特に抗議等行っていないが、「組合に帰って検

討します。」と答えており、職員室で配布することの自粛を了解し

たものとは認められない。 

(ｳ) まとめ 

以上のことから、Ｙ２教頭の発言は、正当な組合活動である組合

機関紙の配布に対する支配介入と言わざるを得ない。 

イ 救済利益の存否 

被申立人は、前記第２、５、(4)、ア及びイのとおり、本件審問に

おいて、Ｙ２教頭の発言について行き過ぎがあったことを認め、勤務

時間外に校長もしくは教頭に届け出ることによって、職員室での組合

機関紙の配布を認めている。また、これに基づいて、組合は、平成11

年10月25日以降、職員室での組合機関紙の配布を再開しているが、被

申立人の妨害行為は認められない。 

もっとも、被申立人はく本件申立て後、前記第２、６、(2)のとお
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り、これまでビラ配布について規定のなかった就業規則を改正し、無

許可で印刷物を配布した場合は懲戒解雇とする旨の規定を新たに設け

ている。 

しかしながら、Ｍ理事長は、本件審問において、組合機関紙の配布

はこれに当たらない旨の証言をしており、このことで組合活動が制限

されるものとは認められない。 

さらに、本件申立て後、私教連、組合及び被申立人は、前記２、５、

(4)、ウのとおり、今後、労使問題について前向きに対処することを

確認する旨の覚書を締結しており、当事者間において安定的な労使関

係の構築が図られつつあることがうかがえる。 

以上のことから、Ｙ２教頭の発言による支配介入の結果は、平成11

年10月25日以降、除去されており、また、将来このような支配介入が

繰り返される可能性もほとんど認められないことから、救済の実益は

ないものと考えられ、これを棄却するのが相当である。 

５ 組合機関紙の郵送と教職員有志の申し入れについて 

(1) 申立人らの主張 

ア Ｓ教諭が精華高校の教職員に対し教職員有志の申し入れ書への署名

を求めたことは、単に組合の機関紙配布活動に対する妨害だけでなく、

署名に応じなければ組合員とみなそうとする「踏み絵」として行われ

たものであり、組合に対する露骨な支配介入である。 

イ 上記申し入れ書は、いずれも教職員有志が作成した形式となってい

るが、Ｓ教諭の署名活動が勤務時間中に行われていること、文書の送

付に精華高校の公用封筒が使用され、あるいは被申立人の印章が用い

られていること、文書の内容が被申立人から団体交渉の録音テープが

提供されていることが前提となっていることなどから、実質的には被

申立人が行ったものである。 

ウ Ｓ教諭は、当時総務課長であり、三役会議の構成員であることから、

管理職としての地位を有していたものであり、校長らと組合に対する

認識を一致させることは教職員管理のため当然であると認めていた。

したがって、Ｓ教諭の行った郵送妨害行為は、被申立人の行為と同視

し得るものである。 

エ Ｓ教諭は、上記申し入れ書を作成するに際して、組合が規約や名簿

の提出に応じないことや団体交渉の内容等について、三役会議を通じ

て情報を得たことを認めており、組合対策のために上記申し入れを行

ったことが十分にうかがわれるものである。 

オ Ｓ教諭が、自分には郵送されておらず、郵送を拒否する理由も説明

できないにもかかわらず、執ように郵送拒否を申し入れた理由は、被

申立人の支配介入の意向に基づくものとしか考えられない。 

(2) 被申立人の主張 

ア 教職員有志の申し入れ書は、あくまで教職員有志の自発的な意思の
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もとに作成されたものであって、被申立人の企画策動によるものでは

ない。 

イ Ｓ教諭が総務課長職にあるのは、教諭が事務職ポストを兼任してい

るためであり、同教諭も、教職員有志の一人に過ぎない。また、同僚

教師間の文書のやり取りに、学校の公用便箋、封筒、印章などが用い

られることは珍しくなく、このような慣行は官庁や民間会社内などで

も往々にして見られる現象であり、このことが被申立人の差し金によ

ることを裏付けるメルクマールになるとの主張は、一方的即断という

ほかない。 

(3) 当委員会の判断 

ア Ｓ教諭は、前記第２、５、(3)、イのとおり、精華高校で最も勤務

年数が長いことから、組合機関紙を読みたくないとする教職員らから、

職場の意見をまとめて欲しい旨の相談を持ちかけられたものであり、

その相談を受けて、自分には組合機関紙が郵送されていなかったにも

かかわらず、申し入れ書の作成にかかわったものと認められる。 

イ Ｓ教諭が、前記２、５、(3)、ウ及びクのとおり、勤務時間中に署

名を集めたり、公用封筒等を使用していることは、精華高校に限らず、

一般の職場でもあり得ることであり、また、教職員有志が、前記第２、

５、(3)、キのとおり、被申立人から提供があったと推測される団体

交渉の録音テープを聴いていたことは、被申立人が教職員有志の要望

に応じて聴かせることもあり得ることであり、これらをもって、被申

立人が申し入れ書の作成に対し、実質的に関与していたことを疎明す

るには至らない。 

ウ 三役会議は、前記第２、５、(3)、ケのとおり、Ｗ校長が精華高校

の教育面での活動を充実もしくは発展させるために設けた会であり、

教職員の管理のための会ではないことから、Ｓ教諭がこの会の構成員

であったとしても、管理職と同様の地位を有していたとの根拠にはな

らない。また、この会の情報交換の中で、組合活動等について話題に

上ることがあったことは認められるが、管理職からＳ教諭に対し、組

合への対応について何らかの指示があったことは認められない。 

エ 以上のことから、Ｓ教諭が被申立人の意を受け、もしくはその意図

に基づいて、組合機関紙の郵送を拒否する旨の申し入れを行ったもの

と認めることはできず、申立人らの主張は採用できない。 

６ 救済方法について 

申立人らは、謝罪文の掲示を求めているが、当委員会は、主文の救済で

足りるものと判断する。 

第４ 法律上の根拠 

よって当委員会は、労働組合法第27条及び労働委員会規則第43条を適用し

て、主文のとおり命令する。 
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 平成12年８月９日 

     愛媛県地方労働委員会 

 会長 木村 五郎 

 


